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資料１－３ 

平成３０年度実地指導の状況 
（介護老人福祉施設、短期入所生活介護） 

１ 実施数（平成３０年７月～１２月） 

介護老人福祉施設     １３施設 

短期入所生活介護事業所  １４事業所 

２ 指摘事項及びその内容 

指 摘 事 項 及 び そ の 内 容 施設 短期 

設備に関する基準 廊下 ２ １ 

運営に関する事項 
 

内容及び手続の説明及び同意 ７ ９ 

サービス計画の作成 １ ２ 

サービスの取扱方針 １４  

運営規程 １ ５ 

勤務体制の確保等 ６ ５ 

掲示 １ ２ 

変更の届出 ２ ２ 

介護給付費の算定 夜勤職員配置加算 １ １ 

入院外泊加算 １  

栄養マネジメント加算 １  

口腔衛生管理体制加算 ２  

褥瘡マネジメント加算 １  

サービス提供体制強化加算  １ 

合      計 ４０ ２８ 
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３ 主な留意点 

（１）設備に関する事項 

   ○ 廊下について、棚、冷蔵庫、ソファー等の設置により所要の廊下幅（１．８メート

ル以上。ただし、中廊下は２．７メートル以上）が確保されていなかった。 

（２）運営に関する事項 

ア 内容及び手続の説明及び同意 

○ 重要事項説明書について、以下の不備があった。 

 ・従業員の員数が実態と異なっていた。 

・通常の送迎の実施地域、緊急時等における対応方法、非常災害対策、事故発生時の

対応、苦情相談窓口（市町及び国民健康保険団体連合会）連絡先等が記載されてい

なかった。 

・介護報酬の２割又は３割負担に係る記載がなかった。 

・介護報酬等の記載が算定の有無の実態にあった記載となっていなかった。 

・短期入所生活介護において、食費が一食ごとに分けて記載していなかった。 

イ サービス計画の作成 

   ○ 新たな入所者等があった場合、要介護区分の変更を受けた場合等で計画の変更が必 

要な場合について、速やかな計画の作成・変更がなされていなかった。 

○ 短期入所生活介護計画について、以下の不備があった。 

・概ね４日以上にわたり連続して入所する予定の利用者であるにもかかわらず計画が

作成されていなかった。 

・居宅サービス計画に沿った計画が作成されていなかった。 

ウ サービスの取扱方針 

 ○ 身体的拘束等の適正化のための指針に規定すべき７つの項目のうち記載が漏れてい

る項目（身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針、施設内で発生し

た身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針、入所者等に対する当該

指針の閲覧に関する基本方針等）があった。 

 ○ 自ら策定した身体的拘束等の適正化のための指針に定めた体制で身体的拘束適正化

検討委員会が開催されていなかった。 

   ○ 身体的拘束等の適正化のための研修内容の記録が作成されていなかった。 
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●指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11年 3月 31日厚生

省令第 39号) 

第１１条～３ (略)  

４ 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入

所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行

ってはならない。 

５ 指定介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

６ 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講

じなければならない。 

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

７ 指定介護老人福祉施設は、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価

を行い、常にその改善を図らなければならない。 

●指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成 12 年 3 月

17日老企第 43号) 

第４ 運営に関する基準 

９ 指定介護福祉施設サービスの取扱方針 

(１) 基準省令第 11 条第３項に規定する処遇上必要な事項とは、施設サービス計画の

目標及び内容並びに行事及び日課等も含むものである。 

(２) 同条第４項及び第５項は、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを

得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の入

所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととし

たものである。 

なお、基準省令第 37 条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存しなけ

ればならない。 

(３) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（第６項第１号） 

同条第６項第１号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」（以

下「身体的拘束適正化検討委員会」という。）とは、身体的拘束等の適正化のための

対策を検討する委員会であり、幅広い職種（例えば、施設長（管理者）、事務長、医
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師、看護職員、介護職員、生活相談員）により構成する。構成メンバーの責務及び

役割分担を明確にするとともに、専任の身体的拘束等の適正化対応策を担当する者

を決めておくことが必要である。 

なお、身体的拘束適正化検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設

置・運営することが必要であるが、事故防止委員会及び感染対策委員会については、

関係する職種等が身体的拘束適正化検討委員会と相互に関係が深いと認められるこ

とから、これと一体的に設置・運営することも差し支えない。身体的拘束適正化検

討委員会の責任者はケア全般の責任者であることが望ましい。また、身体的拘束適

正化検討委員会には、第三者や専門家を活用することが望ましく、その方策として、

精神科専門医等の専門医の活用等が考えられる。 

指定介護老人福祉施設が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、

身体的拘束等の適正化について、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげ

るためのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意す

ることが必要である。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

① 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。 

② 介護職員その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録

するとともに、①の様式に従い、身体的拘束等について報告すること。 

③ 身体的拘束適正化検討委員会において、②により報告された事例を集計し、分析

すること。 

④ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束

等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。 

⑤ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

⑥ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

(４) 身体的拘束等の適正化のための指針（第６項第２号） 

指定介護老人福祉施設が整備する「身体的拘束等の適正化のための指針」には、

次のような項目を盛り込むこととする。 

① 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

② 身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

③ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

④ 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針 

⑤ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

⑥ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

⑦ その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

(５) 身体的拘束等の適正化のための従業者に対する研修（第６項第３号） 

介護職員その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の内容とし

ては、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するととも

に、当該指定介護老人福祉施設における指針に基づき、適正化の徹底を行うものと

する。 
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職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定介護老人福祉施設が指針

に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとと

もに、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要であ

る。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、職

員研修施設内での研修で差し支えない。 

 

【参考】身体拘束廃止未実施減算 

●平成 12年厚生省告示第 21号 

別表 

指定施設サービス等介護給付費単位数表 

１ 介護福祉施設サービス 

注４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実

施減算として、所定単位数の１００分の１０に相当する単位数を所定単位

数から減算する。 

●平成27年3月23日厚生労働省告示第95号 

 86 介護福祉施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の基準 

   指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚

生省令第３９号）第１１条第５項及び第６項又は第４２条第７項及び第８項

に規定する基準に適合していないこと。 

●平成12年3月8日老企第40号 

 第２の５(5) 

 ５(5)  身体拘束廃止未実施減算について 

身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行われ

ていた場合ではなく、指定介護老人福祉施設基準第 11 条第５項の記録（同

条第４項に規定する身体拘束等を行う場合の記録）を行っていない場合及

び同条第６項に規定する措置を講じていない場合に、入所者全員について

所定単位数から減算することとなる。具体的には、記録を行っていない、

身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開

催していない、身体的拘束適正化のための指針を整備していない又は身体

的拘束適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合、
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速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から３月

後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実

が生じた月の翌月ら改善が認められた月までの間について、入所者全員に

ついて所定単位数から減算することとする。 

 

エ 運営規程について、以下の不備があった。 

 ・従業員の員数、通常の送迎の実施地域の記載等が実態と異なっていた。 

・ユニット型の介護老人福祉施設において、ユニット数の記載がなかった。 

・介護報酬の２割又は３割負担に係る記載がなかった。 

オ 勤務体制の確保等 

○ 勤務表について、以下の不備があった。 

・従業員の職種、常勤・非常勤の別及び専従・兼務の別が記載されていなかった。 

・機能訓練指導員の配置が明確となっていなかった。 

・施設と併設事業所の兼務がある職員について、勤務時間が区分されていなかった。 

カ 掲示 

○ 利用料の掲示について、介護報酬の２割又は３割負担に係る記載がなかった。 

○ (介護予防)短期入所生活介護において、重要事項が掲示されていなかった。 

（３）変更の届出 

   ○ 施設の平面図に変更が生じていたが、変更を届け出ていなかった。 

（４）介護給付費の算定 

  ア 夜勤職員配置加算 

   ○ 当該加算の算定実績があるにもかかわらず、歴月ごとの１日平均夜勤職員数が算定

されていなかった。     

  イ 入院外泊加算 

   ○ 入所者の入院又は外泊期間中で、当該入所者が使用していたベッドを短期入所生活

介護に活用していたにもかかわらず、入院又は外泊時の費用を算定していた。 
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●平成12年3月8日老企第40号 

 第２の５(15) 

 ５(15) 入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について 

③ 入所者の入院又は外泊期間中で、かつ、入院又は外泊時の費用の算定期間中にあ

っては、当該入所者が使用していたベッドを他のサービスに利用することなく空け

ておくことが原則であるが、当該入所者の同意があれば、そのベッドを短期入所生

活介護に活用することは可能であること。ただし、この場合に、入院又は外泊時の

費用は算定できないこと。 

  ウ 栄養マネジメント加算 

   ○ 栄養ケア計画を利用者又はその家族に説明し、その同意を得られた日より前から当

該加算を算定していた。 

●平成12年3月8日老企第40号 

 第２の５(21) 

 ５(21) 栄養マネジメント加算について 

⑥ 栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その同意を得られた日か

ら栄養マネジメント加算は算定を開始するものとすること。 

  エ 口腔衛生管理体制加算 

   ○ 当該加算を算定するに当たっては、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生

士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画を作

成する必要があるが、平成２２年５月１日より後、当該計画の見直しがされていなか

った。 

●平成27年3月23日厚生労働省告示第95号 

 68 口腔衛生管理体制加算の基準 

 イ 施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及

び指導に基づき、入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されているこ

と。 
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オ 褥瘡マネジメント加算 

   ○ 入所者ごとの褥瘡の発生と関連性のあるリスクの評価及び褥瘡ケア計画が平成 12

年 3月 8日老企第 40号において示されている「褥瘡の発生と関連のあるリスク（別紙

様式４）」及び「褥瘡対策に関するケア計画書（別紙様式５）」を参考に作成されて

いなかった。 

●平成27年3月23日厚生労働省告示第95号 

 71の 2 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス及び介

護保健施設サービスにおける褥瘡マネジメント加算の基準 

イ 入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時に評価すると

ともに、少なくとも３月に１回、評価を行い、その評価結果を厚生労働省に報告す

ること。 

ロ イの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに、医師、看

護師、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する

褥瘡ケア計画を作成していること。 

ハ 入所者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容

や入所者の状態について定期的に記録していること。 

ニ イの評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとに褥瘡ケア計画を見直し

ていること。 

●平成 12年 3月 8日老企第 40号 

 第２の５(34) 

 ５(34) 褥瘡マネジメント加算について 

② 大臣基準第 71 号の２イの評価は、別紙様式４に示す褥瘡の発生と関連のあるリ

スクについて実施すること。 

 ⑤ 大臣基準第 71 号の２のロの褥瘡ケア計画は、褥瘡管理に対する各種ガイドライ

ンを参考にしながら、入所者ごとに、褥瘡管理に関する事項に対し関連職種が共同

して取り組むべき事項や、入所者の状態を考慮した評価を行う間隔等を検討し、別

紙様式５に示す様式を参考に、作成すること。なお、介護福祉施設サービスにおい

ては、褥瘡ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、そ

の記載をもって褥瘡ケア計画の作成に代えることができるものとすること。 

 



 

- 9 - 

 

  カ サービス提供体制強化加算 

   ○ 算定要件である職員の割合が算出されていなかった。 














